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は じ めに

近世フ ラ ンス貴族の人口動態的問題は、 社会流動性の問題と と もに15 ・ 16世紀のフ

ラ ンス貴族の危機意識 を探る う えで注日 さ れて いる ' 。 こ の人口動態的間題か らみる

危機意識と は、 当時のフ ラ ンス貴族が家系の存続に危機感を抱 く よ う にな ったこ と を

さ すものであるが、 こ れは、 フ ラ ンス貴族の間で家督の継承は 「長子相続、 男子優先、

父祖除外」 の封建法の 3 原則を軸に、 家系が有する財の立地場所に基づいた各地の法

に則 って実践 さ れて いた こ と、 養子制度や庶子への継承は認め ら れて い なか っ た と い

う 事実 を前提 と す る も ので あ る 2。 近世 と い う 時代 も ま た宗教戦争 に代表 さ れる よ う

に戦乱が繰 り返 さ れた時代であ った。 つま り 従軍が義務付け られていた貴族男性の死

亡率が高か ったのである。 さ らに、 成人年齢に達する 1 世帯あたり の子供の数は 2 人

を超え ないその時代の幼児死亡率の高 さ も指摘 さ れて き てい る こ と で ある。 つ き つめ

れば、 成人 し た 2 人の子供が女性だけの場合は1/3の確立であ り えたのである。 ま た、

馬上試合や決闘な ど貴族独特の風習が男性の死亡率を押 し上げたこ と も指摘 さ れてい

る。 つま り、 家系か ら男性が消えて し ま う 状態にな る条件には事欠かなか った と いえ

よ う 3。 こ う し た家系存続の危機に貴族は ど う 対応 し たのだ ろ う か。 そ こ で注日 し た

いのは、 残 さ れた娘の存在で ある。 フ ラ ンスの貴族階級においては、 男性が不在 と な っ

た家系は、 女性を包括相続人と して認める土壌が整 っていた。 ただし女性は結婚によ っ

て父祖の家系 を離れる不安定な存在であ ったこ と も事実である。 未来永劫に確固た る

べき家系が、 夫側の家系に飲み込ま れる危険性をはらんだ、 不安定な性質 を もつ女性

の手 に委ね ら れる よ う にな る こ と を、 貴族は ど う 受け止め、 どのよ う に対処 し たのだ

ろ う か。 本稿では、 家系が女性の手に陥るこ と と な ったと き、 貴族は具体的にどのよ

う な行動 を と って、 家系の存続の危機に対応 し よ う と し たのか、 まず通常の貴族相続

は どのよ う な もので あ ったかを確認 し た う えで、 改めて女性相続人 を生み出 し た家系

の相続を確かめ、 考察 し てい く 。 
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1 . 貴族家系の相続と 結婚

それでは、 実際に貴族家系 では、 どのよ う に相続が行われて いたのか、 具体例 を用

いて検証 し ていこ う。 その際に対象 と な る家系には、 15 ・ 16世紀の一般的な フ ラ ンス

貴族である、 地方の農村部に暮ら し、 複数の所領を有する帯剣貴族の家系 を選択する。 

また、 風土的な伝統と し て遺言によ る相続が可能であるこ と から、 相続に家系の意志

が如実に反映 さ れる南部地方の貴族家系 を選ぶ4。 以上の条件 を踏ま えて いて、 さ ら

に、 ある程度の史料力残る家系の中で、 こ こ では17世紀半ばの著名な紋章学者であ っ

たル ・ ラ ブルールが著 し た家系史書 5 が残 る カ ス テルノ 一家 の例 を播 く 。 ま た、 検証

の対象と する期間の設定であるが、 15世紀後半に10代日当主 と な ったラ ンスロから13 

代当主であ ったエチエ ンヌ までの 4 世代、 およ そ120年間をそれにあてはめる。 

代 ・ 当主名 ・ 配偶者 家名 ・ 家紋 所 領 特筆事項 

10代ラ ンスロ 
x マルグリ ト ・ ド ・ 

コアラズ (1479年) 

ド ・ カステルノ ー= ラ ・ 

ルベ ール 

家紋は先祖伝来の四分 

割紋 

カ ス テル ノ ー、 ラ ・ 

ルベ 一 ル等 ( 年 収 

2,000エキュ= 6,000 
リ ー ヴル ) 

1508年に遺書 : 
長男を包括相続人に指 

名。 次 ・ 三男にそれぞ 

れ2,000 リ ー ヴ ル と 共 

有領地を譲渡。 未婚の 

末 娘 の持 参金 と し て 

2,000リ ー ヴルを約東 

11代 ア ン ト ワ ー ヌ 

X カ ト リ ーヌ ・ ド ・ 

バジヤック (1511年) 

同上 同上 妻の母親は レ ヴ ィ 家出 

身 

12代グロ ー ド

x ア ン ド レ ・ タ ンタ

ン (1558年) 

ド ・ コ ア ラ ズ、 別名 カ 

ステルノ ー 

家紋の変化 

カ ステルノ ー、 ラ ・ 

ルベール、 コアラ ズ、 

ウ' ェ ラ ッ ク 等 

コ ア ラ ズ家 を代襲 

(1537年) 

13代エチエ ンヌ 
x ジ ヤンヌ ・ ド ・ バ 

ジヤック (1597年) 

ド ・ カステルノ ー ・ ド ・ 

コ ア ラ ズ 

紋は同上 

同上 妻の母親はレ ヴイ家出 

身 

カ ステルノ 一家では、 対象期問の 4 代にわた って 「男子の長子相続」 で家督が受け

継がれているこ と力 確認でき る。 貴族相続の原理でいう な ら、 父から長男へ受け継が

れる財は代々ほぼ不変のはずで あ るが、 こ う し て世代 ごと に確認 し てい く と、 やはり

変化は起こ っている。 カ ステルノ 一家の場合では、 1537年に12代当主ク ロ ー ドが代襲

相続を受けた と き であ った。 代襲相続と は、 遺言によ って相続人 を指定するこ と で、

血縁関係の弱いあるいは関係ない人物で も、 生物学的に存続の危機に陥 った家系 を継

承で き る制度で あ る。 ク ロ ー ド の場合は、 親族の一人 にあた る ジ ヤン ・ ド ・ コ ア ラ ズ

( ク ロ ー ド の祖母 マル グリ ト ・ ド ・ コ ア ラ ズの男兄弟べルナールの息子) が、 1537年



に彼 を自身の包括相続人に指名 し たこ と で、 コ ア ラ ズ家の相続人 と な った。 ジ ヤンに

子がなか っ たため、 コ ア ラ ズ と ヴ ェ ラ ッ ク の所領 を、 すべての動産や土地に付随す る

権利 を も含めて ク ロ ー ド に譲渡す る と さ れたが、 それにはある条件が提示 さ れていた。 

コ ア ラ ズの名 と家紋 を使用 す る こ と が求め ら れたので あ る。 ク ロ ー ドは、 遺言 に従 っ

て カ ス テルノ 一家 の家紋に変化 を加え る。 た だ、 完全に コ ア ラ ズ家 の家紋 を使用す る

のではな く 、 コ アラ ズ家の紋の一部 と な って いた、 コ ア ラ ズ家がかつて姻戚関係 を結

んだ、 ヴ ェ ラ ッ ク 領の元 の所有者で も あ った コ マ ン ジ ュ伯家 の家紋 を、 従来 のカ ス テ

ルノ 一家の 4 分割紋の上に重ねたのである。 代襲は、 生物学的存続の危機に陥 った家

系の名や紋を、 他者に代わり に相続さ せるこ と で、 その家系 を観念的に存続さ せる性

質 を持つゆえに、 貴族身分に好まれた相続の制度であ ったこ と は容易に想像がつ く 6。 

ただ し、 代襲によ っ て、 も と の家系 のアイ デ ンテ イ テ イが完全に消 し去 ら れる こ と を

避け よ う と す る家系 の意志 も こ こ では確認で き るので あ る。 カ ステルノ ーの名 と 紋 を

完全に消 し去れば、 生物学的には存続し ていて も、 観念的に家系は消減するこ と と な

る。 その折り 合いをつけ るために、 名の呼び方 と紋の変更に工夫 を加えた、 貴族の家

系 意識が垣間見え る策 を ク ロ ー ドは と っ たので あ る。

と こ ろ で、 代襲相続 し たこ と によ り、 所領が増大 し たほかにカ ステルノ 一家 に も た

ら さ れた所領は、 検証 し たこ の 4 代の中では確認 さ れてはいな い。 確かに、 結婚で妻

は持参金 を持 つて く る。 ただ し、 それは次世代の娘た ちへの持参金にあて られる こ と

が、 こ の時代の貴族の風習であ った。 また、 持参金額と夫の年収は比例する と いわれ

て い る。 つま り、 6,000 リ ー ヴルの年収のカ ス テルノ 一家 には少 な く と も6,000 リ ー ウ' 

ルの持参金が支払え る家系 の娘が選ばれ、 も た ら さ れた持参金の6,000 リ ー ヴルは、

娘た ちの間で (南部の場合) 等分 さ れる こ と と な る。 例えば11代当主 ア ン ト ワー ヌ の

姉妹は 3 人 い たか ら、 それぞれが持参金 と し て2,000 リ ー ウ'ル を受け取 っ た と 思われ

る。 つま り 彼女た ちは6,000リ ー ウ'ルの年収の家系出身者なのだが、 2,000 リ ー ヴルの

年収の家系へ下降婚せ ざる を得な く な るのである。 こ れは、 複数いる娘た ちの下降婚

現象で ある 7。 娘に6,000 リ ー ヴルの持参金が支払え る家系は少 な く と も6,000 リ ー ヴ

ル以上の年収 を得ていた と いえよ う。 そ う なれば必然、 結婚対象 と な る家系は狭 く な

る。 カ ステルノ 一家 と バ ジヤ ック家の婚礼が教会法に抵触 し な い間隔で繰 り 返 さ れた

のは、 それが理由 だ と 思われる。 さ ら に、 カ ス テル ノ 一家 の長男 の妻 に、 バ ジヤ ッ ク

家よ り さ らに家格が上のレ ヴイ家本家から女性が来ないのは、 下降婚の許容範囲 と い

う ものが、 貴族間で暗黙裡に了 承 さ れて いたか ら ではな いだ ろ う か。 ジ ヤンヌ ・ ド ・ 

バ ジヤ ッ ク の母親、 フ ラ ン ソ ワー ズ ・ ド ・ レ ヴ イが1574年 にバ ジヤ ッ ク 家 へ も た ら し

た持参金額 を記 し た史料が残 っ て い る 8。 32,500 リ ー ヴル と い う のがその額で あ っ た。 
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16世紀半ばの物価の高騰や代襲相続によ る財の倍増分を差 し引いて も、 バ ジヤ ッ ク家

の年収が推定24,000 リ ー ヴル 9 の年収 の カ ス テル ノ 一家 と 差 があ る こ と が分か る と 同

時に、 レ ヴイ家本家の家格を も推 し量れる。 レヴイ家本家の娘に と って、 結婚相手 と

な る家系 の下限はバ ジヤ ッ ク家 で あ り、 カ ス テルノ 一家 では決 し て ないので あ る。 

2 . 女性相続人の結婚

では、 家系 に女性 し か残 さ れな く な っ た場合は、 ど う な ったのだ ろ う か。 女性相続

人が結婚する場合は、 持参金ではな く 家系の財すべてが彼女の一身に付随して く るこ

と にな る。 女性相続人の家系側は、 彼女が結婚するこ と で、 夫の家系へ飲み込ま れる

こ と を最 も警戒 し ていたこ と は、 結婚の契約書内には、 相続に関し ての細かい条項が

定め ら れる こ と か ら も明 らかである。 カ ステルノ 一家の例で も確認 し たが、 南部では

公文書によ る相続人の指定が可能であ ったこ とか ら、 と り わけ こ の地方の女性相続人

の結婚契約書か らは、 お家の断絶 を何 と か回避 し よ う と する家系 の策が明白にみて と

れる。 その内 の一 つ、 ガ ンダル女伯、 マル グ リ ト ・ ド ・ フ オワ = ガ ンダル (1567- 
1593) の結婚契約書をみてみよ う '°。

マルグリ ト の出身家系 で ある フ オワ家は、 フ ラ ンスの南西部に筆頭所領を持つ11世

紀にま で遡るこ と のでき る名門貴族家系である。 15世紀半ばには、 最有力の封建諸候

10家の中に も加え られ、 伯領で あ った所領はぺイ リ ー ( フ ラ ンス同輩衆領) に承認 さ

れた。 一方 の工ベル ノ ン公、 ジ ヤン ・ ルイ ・ ノ ガ レ ・ ド ・ ラ ・ ウ' ァ レ ッ ト (1554

1642) であるが、 彼はア ンリ 3 世の有名な龍臣の一人で、 彼の領地がぺイ リ ーである

公領に承認 さ れたのも国王 の厚意か らで あり、 も と も と の出自はガス コ ーニ ュの中小

の地方貴族であ った。 つま り国王の寵愛を武器に一代で権力 と財力を蓄え、 中央宮廷

にの し上が って き た人物で あ ったので あ る ' '。

彼 らの結婚契約書は13項日に分別でき る。 マルグリ ト が相続する フ オワ家の財は亡

き父よ り受け継いだ フ オワ= ガ ンダル領と後見人である叔父よ り 受け継ぐ予定のフ オ

ワ= ビュ ッ ク 領で あ ったこ と が契約書に明記 さ れて いる。 契約書の う ち、 相続人 と な

る子供について記載 さ れた項日 をま と めて みよ う。 まず も って 「長男が フ オワ と ガ ン

ダルの名と紋を と り、 家系の相続人 と な るこ と。 相続し た財は他者に分割するこ と は

で き な いこ と」 と さ れた。 つま り フ オワ = ガ ンダル家 のノ ガ レ ・ ド ・ ラ ・ ウ' ァ レ ッ ト

家代襲の要求である。 さ らに 「父工ベルノ ン公が借財の返済に用意し ている10万エキュ

は公から長男へ譲渡 さ れる」 こ と、 「両家系に固有の財の用益権も長男が受け継ぐ」

こ とが約束 さ れている。 また、 長男が子供を残 さず死亡 し た場合は、 女性相続人の

「再婚か ら生 じ た男子 を出生順に応 じ て相続人 と す る」 と す る と さ れた。 新たな代襲
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要求で ある。 こ の場合は、 フ オワ= ガ ンダル家のマル グリ ト の再婚相手の家系への代

襲要求 と な る。 ま た、 こ の結婚か ら男子が生ま れなか った場合は、 長女が、 長男の と

き と同 じ条件で フ オワ= ガ ンダル家の包括相続人 と な った。 さ らに、 「包括相続人 と

な った長女が結婚する際には10万エキ ュ を贈与する」 こ と。 「結婚相手は、 フ オワと

ガ ンダルの名 と紋 を携帯す る者 と し、 人選は工ベルノ ン公が行 う が、 彼が妻よ り 先に

他界 し ていた場合はガ ンダル女伯がおこ な う。 二人 と も他界し ていたと き は、 父方、

母方の両家系から最 も近 し い親族 4 名で行 う」 と さ れる。 こ れはま た新たな代襲を要

求する条項にな る。 今度の場合、 フ オワ= ガ ンダル家の代襲の要求先は、 家系の新た

な女性相続人の結婚相手の家系である。 さ らに 「長女が子供を残さずに死亡 し た場合

は次女が上記の条件で相続人と な り、 次女 も欠如し た場合は三女と、 出生順に基づい

た」 相続人 を指定 し てい く 。 こ う し て万全を期 し て、 ガ ンダル女伯は工ベルノ ン公 と

結婚 し、 男子 3 人 を得て、 夫よ り先に他界する。 ただ フ オワ= ガ ンダル家の代襲要求

は、 契約書 どお り 完全には実行 さ れてはいない。 家系 の相続人 と な った長男はア ンリ ・ 

ド ・ ノ ガ レ ・ ド ・ フ オワと名乗 り、 使用 し た紋は、 完全な フ オワ= ガ ンダルの紋では

な く 、 ノ ガ レ家の紋 も組み入 れら れて いる '2。 カ ス テルノ ーの家 の例で も確認 さ れた

もの と 同 じ現象が起こ って い る と いえ よ う 。

女性相続人側の家系が結婚に際し、 夫の家系へ自身の家名と家紋へ完全に変更する

よ う 求める代襲要求は、 フ オワ家のよ う な名門の家系貴族だけが選択 し たわけで も、

相続人 の指定が認め ら れて いた南部 の貴族だか ら実践で き た と い う わけ ではないよ う

で あ る。 と い う のも、 北部 にあた る、 ブル タ ーニ ュ地方 に暮 らす中小の地方貴族にお

いて も、 家系が女性相続人の手に委ねられる可能性がある と みるや、 未来の夫の家名

と家紋 を妻の ものへ完全に変更する こ と を条件 と する、 つま り 代襲 を要請す る結婚契

約書が作成 さ れて い るか ら で あ る '3。 以上、 女性相続人の結婚契約書 を見て、 まず気

づ く のは、 女性の家系が現在の不安定な状態を安定 し た ものと するために、 代襲制 を

最大限に利用 し よ う と するこ と である。 こ れは、 地域も貴族間の階層に も関係な く 、

一定の財を有する貴族層に幅広 く 浸透 し ていた相続の仕方であ ったと いえよ う。 女性

相続人の家系がと る代襲制は、 家系の実質的な財と併せて家の名や紋と いった象徴的

な もの を も女性の血のつ なが った子供 に継がせ る こ と で、 夫 の家系 の代わ り と な ろ う

と する性質 を もつ。 そのため、 夫の家系の代襲を要請する女性相続人の結婚契約書は、

フ オワ家のよ う に女性側の家系の威信が相手のものよ り非常に高い場合や、 ブルタ 一 

ニ ュの例を出せば、 年収を指標に し て約2.5倍の差が認められる場合'4、 つま り 女性側

が男性の家系 よ り、 はるかに有力 な場合に作成 さ れて いる こ と が共通する。 代襲 を要

求するために、 女性相続人側は、 通常よ り も大き な下降婚を実践するのである。 
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おわ り に

貴族の相続には、 所領等の不動産や動産、 夫婦の共有財と いった実質的な財のほか、

家名や家紋と い った象徴的な財の 2 種の相続があ った。 筆者は前者を 「実質相続」、

後者 を 「象徴相続」 と 呼ぶ。 家系が女性の手に委ねられたと き、 女性相続人側の家系

が固執 し たのは 「象徴相続」 のほ う で あ った。 「象徴相続」 を確保すれば、 夫の家系

の代襲に成功 し、 以後 も女性側の家系がこ れまで通り存続するこ と になるからである。 

女性の実の子供によ る継承にな る こ と か ら、 生物学的に も血が途絶え たこ と にな らな

い。 つま り家系内に女性 しか残 さ れな く な った場合、 彼女の結婚によ って家系が消減

するのを避け る ためには、 代襲制 を用い るのが、 女性相続人の家系側に と っての理想

であ った。 その場合、 女性側の家系は非常に大き な下降婚を実践する。 通常の貴族相

続の場合で も、 娘が複数いる場合、 彼女た ち を結婚さ せる際には、 母親の持参金を分

割 し て使用する こ と か ら、 父親よ り 年収の少 ない貴族 を夫 に もつ、 いわゆる娘た ちの

下降婚現象が生 じ るこ と は確認 さ れてい るが、 それで も こ う し た下降婚には暗黙裡の

了解のよ う な も のがあ っ た ら し く 、 あま り に も家格に差がみ ら れる女性の下降婚は実

践 さ れてはい なか っ た。 と こ ろ が、 女性相続人の結婚では、 そのタ ブー さ え もが取 り

払われているのである。 近世の貴族の結婚に対する見方に、 女性側の下降婚は考えに

く か っ た と 唱 え ら れ る説が あ る '5。 確かに、 第二身分 と第三身分の結びつき において

は、 そう かも し れないが、 同 じ貴族間では、 女性の下降婚は決 し て少数の例ではな く 、

そ れに も 意味 があ る ので あ る。 
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